
丸之内
味酒町１丁目
味酒町２～３丁目

Ａ
Ａ
Ｄ

祝谷町１丁目 Ｃ

愛光町
安居島
会津町
青波町
青葉台
浅海原
浅海本谷
朝日ヶ丘１～２丁目
旭町
朝美１～２丁目
朝生田町１～７丁目
天山町・天山１～３丁目
粟井河原
安城寺町
居相１～６丁目
生石町
石手１～５丁目
石手白石
石風呂町
泉町
和泉北１～４丁目
和泉南１～６丁目
磯河内
市坪北１～２丁目
市坪西町
市坪南１～３丁目
一番町１～２丁目
一番町３～４丁目
井門町
猪木
今在家町・今在家町１～４丁目

あ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｂ

北持田町 Ｃ
北吉田町 Ａ

佐古 Ｃ

衣山１～５丁目
客
木屋町１～２丁目
木屋町３～４丁目
清住１～２丁目
喜与町１～２丁目
空港通１～７丁目
九川
久谷町
久保
久保田町
窪野町
久万ノ台
久米窪田町
桑原１～７丁目
河野高山
河野中須賀
河野別府
光洋台
小川谷
小坂１～５丁目
此花町
小村町
米野町
小屋町
権現町

才之原
桜ヶ丘
桜谷町

さ

Ｄ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｄ

Ｃ
Ｄ
Ｃ

西長戸町
西野町
西垣生町

Ｄ
Ｂ
Ａ

二番町１丁目
二番町２～４丁目

梅津寺町
萩原
白水台１～６丁目
畑寺町・畑寺１～４丁目
八反地
花園町
祓川１～２丁目
針田町
春美町
東石井１～７丁目
東一万町
東大栗町
東方町
東川町
東長戸１～４丁目
東野１～６丁目
東垣生町
東山町
日の出町
ひばりヶ丘
姫原１～３丁目
平井町
平田町
平林
福音寺町
福角町
福見川町

は

Ｃ
Ａ

Ｄ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ａ
Ｄ
Ａ
Ｄ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｄ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ

森松町

安岡
柳谷町
柳井町１～３丁目
柳原
山越町・山越１～６丁目
山田町
山西町
雄郡１～２丁目
湯の山１～８丁目
湯の山東１～５丁目
湯山柳
由良町
湯渡町
余戸中１～６丁目
余戸西１～６丁目
余戸東１～５丁目
余戸南１～６丁目
横谷
吉野町
吉藤１～５丁目

六軒家町

若草町
若葉町
和気町１～２丁目
和田

や

ら

わ

Ｂ

Ｃ
Ｃ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｄ
Ｄ

Ｄ

Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｃ

持田町１～４丁目
元町
紅葉町

Ｃ
Ｄ
Ｃ

表の見方…住所ごとに決められたA～Dと色は、ステップ②のそれぞれの申込期間を示しています。

南斎院町 Ａ

美沢１～２丁目
三杉町
溝辺町
御宝町
三津１～３丁目
三津ふ頭
みどりヶ丘
緑町１～２丁目
水泥町
水口町
湊町１～２丁目
湊町３～８丁目
港山町
南梅本町
南江戸町・南江戸１～６丁目
南久米町

Ｄ
Ｄ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ａ
Ｄ
Ｂ
Ａ
Ｂ

室町・室町１～２丁目 Ａ

南白水１～３丁目
南堀端町
南町１～２丁目
南持田町
南吉田町
宮内
宮田町
宮西１～３丁目
御幸１～２丁目
明神丘

Ｃ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｄ
Ｃ
Ｄ

南土居町 Ｂ
南高井町 Ｂ

ステップ①申込区分の確認
土居田町
問屋町
道後一万

Ａ
Ｄ
Ｃ

錦町
西谷

道後今市
道後北代
道後喜多町
道後公園
道後鷺谷町
道後多幸町
道後町１～２丁目
道後樋又
道後姫塚
道後緑台
道後湯月町
道後湯之町
土手内
土橋町
泊町
富久町

中一万町
永木町１～２丁目
中須賀１～３丁目
中通
中西内
中西外
中野町
中村１～５丁目
夏目

な

Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ａ
Ｄ
Ａ

Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
Ｃ

Ｃ
Ｃ

西一万町 Ｃ
西石井１～６丁目 Ｂ

太山寺町
高井町

た
Ｄ
Ｂ

谷町
玉谷町
樽味１～４丁目
千舟町１～２丁目
千舟町３～８丁目
中央１～２丁目
束本１～２丁目
築山町
辻町
常竹
津吉町
出合
鉄砲町
土居町

高岡町
高木町
高砂町１～４丁目
高田
高野町
鷹子町
高浜町１～６丁目
高山町
滝本
拓川町
竹原町・竹原町１丁目
竹原２～４丁目
立花１～６丁目
辰巳町

Ａ
Ｄ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
Ｂ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｄ

Ｄ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｂ

立岩米之野 Ｃ
立岩中村 Ｃ

猿川
猿川原

Ｃ
Ｃ

三町１～３丁目
三番町１丁目
三番町２～８丁目
食場町
志津川町
東雲町
清水町１～４丁目
下伊台町
下難波
宿野町
庄
正円寺１～４丁目
常光寺町
城山町
庄府
常保免
浄瑠璃町
昭和町
新石手
神次郎町
新立町
新浜町
末町
末広町
須賀町
杉立町
菅沢町
苞木
住吉１～２丁目
善応寺

Ｃ
Ｃ
Ａ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｄ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｃ

海岸通
か

Ａ

北藤原町 Ａ

春日町
上総町
片山
歩行町１～２丁目
勝岡町
勝山町１～２丁目
門田町
鹿峰
上伊台町
上市１～２丁目
上川原町
上高野町
上難波
鴨川１～３丁目
鴨之池
萱町１丁目
萱町２～６丁目
河中町
川の郷町
河原町
神田町
祗園町
来住町

Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｄ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｂ
Ｂ

北梅本町
北久米町
北斎院町
北立花町 
北土居１～５丁目

Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｂ

儀式 Ｃ
北井門１～５丁目 Ｂ

祝谷２～６丁目
祝谷西町
祝谷東町
岩崎町１～２丁目
院内
上野町
牛谷
内浜町
内宮町
馬木町
梅木町
梅田町

Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
Ｄ

永代町 Ａ
枝松１～６丁目
恵原町
大井野町
大浦
大街道１～２丁目
大街道３丁目
大可賀１～３丁目
大河内
大手町１～２丁目
大西谷
大橋町
小川
尾儀原
小栗町・小栗１～７丁目
越智１～３丁目
小野町
小山田
恩地町

Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ

藤野町
藤原町・藤原１～２丁目
府中

Ｃ
Ａ
Ｃ

平和通１～４丁目
平和通５～６丁目 
別府町
北条
北条辻
保免上１～２丁目
保免中１～３丁目
保免西１～４丁目
星岡町・星岡１～５丁目
堀江町
堀之内
本谷
本町１丁目
本町２～５丁目
本町６～７丁目

正岡神田
松前町１丁目
松前町２～５丁目
真砂町
松江町
松末１～２丁目
松ノ木１～２丁目

ま

船ヶ谷町
麓
古川北１～４丁目
古川西１～３丁目
古川南１～３丁目

Ｄ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ｃ
Ｄ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ａ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｄ
Ｃ

Ｃ
Ａ
Ｄ
Ａ
Ｄ
Ｃ
Ｄ

古三津町・古三津１～６丁目 Ｄ
文京町 Ｃ

収集は無料です。収集は無料です。

収集は
無料です

ステップ④収集連絡
粗大ごみの収集は各申込期間の終了日
の約１か月後から始まります。
収集日の約１週間前に収集日と申込
品が記載された通知ハガキが
自宅に届きます。
通知ハガキには粗大ごみ
シールがついています。

排出時の注意点
ステップ⑤

●通知ハガキに付いている粗大ごみシールをよく見える
ところに貼って、収集日当日の朝８時までに申込んだ
場所に出してください。本人の立会は不要です。
●申込品と異なる場合や、粗大ごみ
シールが貼られていない場合は
収集しません｡
また、出し忘れた場合も再収集
はしませんので、改めてお申込み
ください。

排出方法

松山市
粗大ごみ
収集申込みガイド
申込区分の確認

申込期間の確認 申込み

収集連絡 方法

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

私はＢの区分だから
今は申込期間内で
間違いないわ！

排出

はじめに

【ハガキ 裏】 【ハガキ 表】
記 入 例

６２０００９７

郵 便 は が き

松山市室町１丁目２番１号

松山市環境部清掃課粗大ごみ受付 行

収集申込品

※裏面も記入してください。

※申込期間末日の
　消印まで有効です。

3

4

5

2

1

●一度に申込みできる品
物は５点までです。
●事業系ごみ等の市が収集
できないものがあります。
●申込み後の収集申込品
の追加・変更はできま
せん。
●申込みは、「収集申込み
ガイド」で、申込期間等
を十分確認してから申
込んでください。

お住まいの住所が
該当する申込区分に
○をつけてください。

A・B・C・D
傘

椅子

マットレス（　　　  ）スプリング
無し

机

小物粗大ごみ袋

申　込　者

世帯主名

※世帯主名以外は不可

：

住　　所：

マンション名等 棟　　　 号室

自宅の電話

携帯電話等

生年月日：

松山市

明・大・昭・平

〒

町　　丁目
番地
番 号

年　　　月　　　日

フ リ ガ ナ

※排出場所は、排出品が通行の妨げやご近所の方の迷惑にならない、
　自宅やマンション等の道路に面した安全な場所を記入してください。

排 出 場 所

該当するものに○を
つけてください。

の自宅

北

前 ・　 付　近

玄関・門・駐車場
その他（　　　　　）

東  西  南  北

マンション等

側の

排出場所見取図

※排出場所見取図は
必ず記入してください。 ※排出する位置に▲印をつけてください

※表面も記入してください。

松山　太郎

室
○○○-○○○○

○○○○○○○

９２１－５５１６
０９０－○○○○－××××

○ ○

２

２０ ３ ４○

マツ ヤマ タ　 ロウ

○１ １

北条邸

愛媛邸 公園中央
マンション

月極
P

道　　路

中島邸
松山

ココ

車庫
四国
ハイツ

▲

申込みハガキに、下記の例を参考にして必要事項を記載し、切手を貼って投函してください。
１回の申込期間に出せる品目は５点までです。（申込期間は年６回あります）　

ステップ③申込み 飲食店や会社などの事業所から出るごみは収集できません。

●必要金額の切手を貼って
　投函してください。
申込期間末日の
消印まで有効です。

1 2
3

4

ソファーセットは
　　　３つにわかれる

５点まで
!!

傘は束ねたら１点 ●申込品は、できるだけ具体的に記入して
ください。品目名が分からない場合は、
材質・形状・大きさを記入してください。

●申込み１回（１期間）につき、申込みでき
る品目は５点までです。
●申込期間終了後の品目の追加、変
更はできません。

●排出場所見取図は、自宅の場所がわかるように、自宅周辺の建
物もできるだけ詳しく記入し、排出する位置に▲印をつけて
ください。また、排出場所は道路に面した場所にしてください。

●必ず
　住民票上の世帯主の
　お名前でお申込みください。
●フリガナ、電話番号、マン
ション号室等の方書きは
必ず記入してください。

●排出場所欄は、
排出場所がわか
るように○で囲
んでください。

申込区分の
確認
（住所地の申込区分
　A～Dを確認）

①
ステ
ップ 申込期間の

確認
（A～Dのうち
  自分の申込期間を
  確認）

②
ステ
ップ 申込み

（ハガキは下記参照
インターネットはホームページ参照）
③
ステ
ップ

収集連絡
（収集日の約1週間前）
 

④
ステ
ップ 排出方法

（収集日当日、午前８時
  までに粗大ごみシール
  を貼って申込時の排出
  場所へ出す）

⑤
ステ
ップ

はじめに

A

収集期
間では

ありませ
ん

ステップ②

C

B

D

我が家の区分を
チェックしておこう✓ 我が家の区分を

チェックしておこう✓

我が家の区分を
チェックしておこう✓ 我が家の区分を

チェックしておこう✓

申込期間の確認

１/６～１/19
３/３～３/16
５/６～５/19
７/１～７/14
９/２～９/15
10/28～11/10

２/３～２/16
４/１～４/14
６/３～６/16
７/29～８/11
９/30～10/13
11/25～12/８

１/20～２/２
３/17～３/30
５/20～６/２
７/15～７/28
９/16～９/29
11/11～11/24

２/17～３/２
４/15～４/28
６/17～６/30
８/19～９/１
10/14～10/27
12/９～12/22

松山市
粗大ごみ
収集申込みガイド

【お問い合わせ先】 〒790－0026 松山市室町1丁目2番1号

TEL 089‒921‒5516  FAX 089‒921‒6311松山市環境部清掃課

申 込 み か ら 収 集 ま で の 流 れ

申込件数等により
申込期間終了後から
収集までに１ヶ月以上
かかる場合があります。

お手数ですが、

必要金額の

切手を

お貼りください

ハガキ申込みの場合は
各期間末日の消印まで有効

※収集には事前の申込みが必要です。
※各期間末日を過ぎると、次回の申込期間になります。

インターネットで
申込む場合はこちら→

松山市LINE公式アカウント
からも申込みが可能です。
「基本メニュー」
「ごみに関すること」
「粗大ごみ収集の申込み」

⇒
⇒ 松山市LINE

公式アカウント

（　任　意　）


